
　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人　古都ねこくらぶ

１．実施事業の方針

　・猫の保護活動者等の意識やレベル向上のため、外部講師に依頼してセミナー開催。

　・「猫のなんでも相談」としてホームページ等で気軽に相談出来る窓口としてアピール。

２．事業の実施に関する事項

　（1）特定非営利活動に係る事業
　　(A)当該事業の

事　業　名 　　　実施日時 (D)受益対象 事業費の
　（定款に記載した 具体的な事業内容 　　(B)当該事業の 　　　者の範囲 　　　　金額
　　事業） 　　　実施場所 　　(Ｅ）人数 （単位：千円）

（C）従事者の人数
①　飼い主等への ・動物愛護フェスティバル (A)9月 (D)一般市民 　５０千円
　適正飼養を啓発 (B)京都市内 (E)不特定多数
　するイベント等の (C)１０人
　開催

・二条駅前マルシェ (A)6月・10月 (D)一般市民 　３０千円
　ミニ譲渡会＆啓発ﾊﾟﾈﾙ展 (B)京都市内 (E)不特定多数

(C)１０人

②　人と飼い主の ・公益社団法人どうぶつ (A)毎月数回 (D)野良猫の 　４００千円
　いない猫との共生　基金の協働ボランティア (B)主に京都市内 　不妊手術に悩む
　に向けた地域猫 　として登録。 (C)毎回１～２人 　一般市民
　活動に係る講演 　「さくらねこTNR無料不妊 (E)不特定多数
　等の開催 　チケット」を利用して猫の

　不妊手術を行う手伝い

・野良猫や多頭飼育相談 (A)随時 (D)一般市民 　２５０千円
(B)主に京都市内 (E)不特定多数
(C)毎回１～２人

③　飼い主のいない・保護猫の譲渡会開催 (A)月１回 (D)一般市民 　５５千円
　猫を保護し、新し (B)京都市内 (E)不特定多数
　い飼い主を募集 (C)７～１０人
　する等のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
　活動をしている方
　への支援

④　その他、この ・猫なんでも相談 (A)随時 (D)一般市民 　１０千円
　法人の目的達成 (B)全国 (E)不特定多数
　のための必要な (C)１人
　事業

・猫好きさんの (A)随時 (D)一般市民 　１０千円
　　おしゃべりサロン (B)全国 (E)不特定多数

©３人

２０２３年度の事業計画書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

　・「ねこの譲渡会」を最低でも月に１回開催し、猫の保護活動のバックアップ。

　・前期より引き続き、公益社団法人「どうぶつ基金」の協働ボランティアとして登録＆活動を行い
　　野良猫の不妊手術に悩む方の相談＆お手伝い、及び猫の適正飼養の啓発をすすめる。


